
 

福祉部   

組織目標        
 福祉部は、福祉総務課（総合相談支援室）、生活支援課、障害者支援課、高齢者支援課の４課で構

成し、地域福祉、生活保護・生活困窮者の支援、障害者福祉、高齢者福祉に関する施策に取り組んで

います。 

福祉部の目標 （令和６年度） 福祉部長  須田 美菜子 

【部の基本方向】 

誰もが心身ともに健康で自分らしく安心して暮らせるよう、地域福祉の推進を図り、「互いにささ

えあい みとめあう、人とつながるまち」を目指します。 

【部の重点方針】 

１ 互いに助け合う意識の醸成やそのための仕組みを整える地域づくりを進め、すべての市民が自

分らしく生活できるまちを目指します。 

２ 生活保護に至る前の生活困窮者および生活保護世帯に対して、自立に向けた支援を行い、自立と

尊厳が確保されたまちを目指します。 

３ 障害のある方もない方も自立した一人の人間としてお互いを尊重し、ともに支え合い、いきいき

と暮らせるまちを目指します。 

４ 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生きがいをもって生活できる環境が整備された、明るく

活力のあるまちを目指します。 

【課の目標（達成すべき目標）】 

                  

【福祉総務課】   

１ すべての市民が希望する場所で自分らしく

安心して生活できるまちとなるよう、福祉圏域

で活動する６つの支え合い団体を支援します。 

  

【総合相談支援室】   

２ 住民が抱える複雑化・複合化した課題に対応

するため、関係部署からなる「総合相談支援検

討委員会」を設置し、個別事例にかかる情報共

有及び支援方針の検討や支援体制の確立等、包

括的な支援を進めます。 

 

【生活支援課】   

３ 生活保護受給者と生活困窮者の自立に向け、

就労支援の充実を図ります。 

・就労開始件数：100 件 

【目標の達成度合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【障害者支援課】   

４ 障害児・者が地域で自立した生活を送れるよ 

う、相談支援体制の更なる充実及び相談支援の 

質の向上を図ります。 

・障害児・者の相談支援等の従事者に対する

研修の実施：1回 

 

【高齢者支援課】   

５ 地域や職場において認知症に関する正しい

知識と理解を深める普及啓発に努め、認知症に

なっても希望をもって日常生活を過ごせる社会

を目指します。 

・認知症サポーター養成講座の受講者数：700 

人以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


